
都市再生整備計画（三田駅周辺地区）案に対する市民意見の募集結果と 

意見に対する市の考え方について 

 
都市再生整備計画（三田駅周辺地区）案について市民意見を募集いたしましたが、その結果と

市民に対する市の考え方について公表します。 

 

1. 実施概要 

案の閲覧場所 ①市ホームページ 

       ②市役所本庁舎、さんだ市民センター、まちづくり協働センター 

意見募集期間 令和 7年 1月 17 日(金)から同年 2月 17 日(月)まで 計 31 日間 

意 見提出数 ９件（２名） 

 

2. 提出意見に対する市の考え方 

(1) 都市再生整備計画（三田駅周辺地区）案を修正するもの 

該当なし 

 

(2) 都市再生整備計画（三田駅周辺地区）案を修正しないが参考とするもの 

No 項目 意見要旨 市の考え方 

１ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業 

 

制度別詳細 

4,4-1,4-2 

屋敷町周辺には史跡や文化財、教

育施設等があり、歴史・文化を体感

できる環境が残っている。 

屋敷町広場整備事業では、これら

の歴史的・文化的環境を守り、市

民・来訪者に歴史を知り、興味を深

める機会を創出する観点からの整

備が必要である。 

(仮称)屋敷町広場整備事業は、歴

史・文化を体感できる環境でありな

がら、人が訪れる機会が少ない地域

において、日常的に人が利用しやす

い滞留空間を整備することにより、

現存する歴史的建造物や街並みに

触れる機会を創出することを目的

の１つとしています。 

２ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業] 

 

制度別詳細 

4,4-1,4-2 

広場に公園や喫茶スポットを整備

することもさることながら、文化

財や資料を安全に恒久的に保管で

きる資料を整備・展示する施設を

整備することが重要ではないか。 

(仮称)屋敷町広場整備事業は、計画

地周辺の歴史的資源に触れる機会

を創出するため、日常的に人が滞留

する居心地のよい広場の整備に主

眼を置いています。また、施設の自

立的な運営を実現できる事業スキ

ームを考慮し、広場と親和性の高い

便益施設を配置することとしてい

ますので、ご理解ください。 

ご意見にある歴史資料の保管・展示

等については、今後、歴史資料収蔵

庫等の既存施設を含めた、文化財・

資料等を恒久的に保管・展示する施

設のあり方を整理する上で参考と

させていただきます。 



３ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業] 

 

制度別詳細 

4,4-1,4-2 

建造物は、旧市民病院の前にあっ

た三田博物館を再現し、周囲の建

造物とあわせて歴史ゾーンとして

はどうか。 

計画案は、歴史・文化を体感できる

環境でありながら人が訪れる機会

が少ない地域において、既に除却さ

れた建造物の復元ではなく、日常的

に人が利用しやすい滞留空間を整

備することにより、計画地周辺の現

存する歴史的建造物や街並みに触

れる機会を創出することを目的の

一つとしています。 

市は、(仮称)屋敷町広場整備事業の

事業主体となる都市再生推進法人 

三田地域振興㈱と共に、周辺に残存

する歴史的な建造物(町家、商家等)

の保存活用の取り組みを進めてい

ますが、広場整備との相乗効果によ

り、歴史を感じることができるエリ

アの形成に努めてまいります。 

４ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業] 

 

制度別詳細 

4,4-1,4-2 

市保有の美術・工芸品や、歴史収蔵

館に発掘品等を一般公開する展示

スペースを設けてはどうか。 

(仮称)屋敷町広場整備事業では、民

間資金による施設の自立的な運営

を実現できる事業スキームとする

ため、広場と親和性の高い便益施設

を配置することとしておりますの

で、何卒ご理解ください。 

ご意見については、今後、歴史資料

収蔵庫等の既存施設を含めた、文化

財・資料等を恒久的に保管・展示す

る施設のあり方を整理する上で参

考とさせていただきます。 

５ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業] 

 

制度別詳細 

4,4-1,4-2 

こども連れも安心して過ごすこと

ができる喫茶と遊びスペースを整

備していただきたい。例えば、絵本

ライブラリーやこどもの発想を育

てる遊具を備えたスペース等。 

(仮称)屋敷町広場整備事業は、計画

地周辺の歴史的資源に触れる機会

を創出するため、日常的に人が滞留

する居心地のよい広場の整備を目

指しています。 

ご意見の内容については、(仮称)屋

敷町広場整備事業の実施主体とな

る都市再生推進法人 三田地域振興

㈱に対して、施設整備の参考とする

よう申し伝えます。 

６ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事業] 

 

木陰やベンチ・テーブルを備え、多

くの市民が集い、ゆったりと過ご

すことができる広場となるよう整

備してほしい。また、市民花壇を整

備してはどうか。 



制度別詳細 

4,4-1,4-2 

７ 関連事業 

(仮称)屋敷

町広場整備

事 

 

屋敷町広場の整備事業と合わせ

て、電線地中化など九鬼家住宅資

料館の周辺を含めた環境整備も必

要である。 

今後の周辺環境整備の参考とさせ

ていただきます。 

８ その他 旧九鬼家住宅資料館脇のグリーン

スポットでは空き缶・たばこのポ

イ捨て等が散見されるが、広場整

備後、同様の事態になる懸念があ

る。 

(仮称)屋敷町広場整備事業では、事

業者が施設清掃を含め、広場整備後

の維持管理・運営を一括して実施す

る事業スキームとなっています。 

ご懸念の事態が生じないよう美化

活動等について事業主体に申し伝

えます。 

９ その他 旧九鬼家住宅資料館の建物と庭園

が調和していないため、「庭屋一

如」が息づく庭園の姿へ再整備す

ることが望まれる。 

同館背後地において、庭園の再整

備や歴史資料保管展示施設を整備

することも考えられる。 

旧九鬼家住宅資料館については、現

在、県指定文化財としての保存継承

に努めています。 

今後も魅力創出に向けて取り組ん

でいく上で、ご意見は参考とさせて

いただきます。 

 


